
西部・中部西地区公共施設再編基本構想及び基本計画策定支援業務委託 

仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

１ 業務名称 

   西部・中部西地区公共施設再編基本構想及び基本計画策定支援業務委託 

２ 履行期間 

   契約日の翌日から令和９年３月３１日まで 

３ 業務種別 

⑴ 基本構想策定業務 

    詳細は「Ⅱ基本構想策定業務仕様」による。 

⑵ 基本計画策定業務 

    詳細は「Ⅲ基本計画策定業務仕様」による。 

４ 契約上限額 

   ４０，０００千円（消費税、地方消費税を含む） 

（１年度目支払い上限額 14,000 千円、２年度目支払い上限額 26,000 千円（消費税、

地方消費税を含む）） 

５ 対象区域及び区域内公用・公共施設 

  別紙１のとおり 

 

Ⅱ 基本構想策定業務仕様 

 １ 対象区域の抽出 

別紙１に記載されている公用・公共施設を抽出し、複合化集約化を行う事で財政的に

最も効果的な再整備が見込まれる区域を比較検証の上、抽出する。 

なお、上位計画にあたる、座間市公共施設等総合管理計画（改定版）及び座間市公共施

設再整備計画（改定版）との整合を図ること。 

 ２ 複合化対象区域の整理 

   上記１において、抽出した区域内で複合化・集約化が効果的な内容を整理し、再整備

対象区域の優先順位を設定する。 

 なお、対象施設所管課が保有している計画及び策定中の計画等と整合を図ること。 

 ３ 優先順位２番目までの区域における課題と対策の整理 

   上位計画及び関連計画等や社会情勢の変化による対象施設の在り方等を調査・検討し、

課題と対策を検証する。 

 ４ 課題の整理 

   上記３で検証した区域内の施設利用実態や、施設需要を把握すると共に、課題に対し



て、関係者等のヒアリングを実施し、対象区域内の施設所管課に対して、課題解決策の

提案を行う。 

 ５ 優先順位１番目の区域における対象施設の基本機能等 

   対象施設に必要とされる基本機能等を施設所管課と協議の上、整理する。 

 ６ 優先順位１番目の区域における複合化・集約化施設の整備・運営方法整理 

   整備手法及び運営手法の調査、比較検討を行う。 

 ７ 基本構想（案）の作成 

   整理等を行った内容を基に、基本構想（案）を作成する。 

 ８ 各種会議等の支援及び開催 

   必要な関係者会議、庁内会議等の支援及び開催並びに説明等（３０回程度）を行う。 

 

Ⅲ 基本計画策定業務仕様 

基本構想において、抽出された優先順位１番目の区域における基本計画の策定を行うも

のとする。 

 １ 区域調査・測量 

   基本構想策定業務内で選定した優先順位１番目の対象区域内の建築物調査を行うと共

に、用地測量を実施すること。なお、候補地の測量については、国土調査法１９条５項

指定を受けられる内容にて、測量を実施すること。ただし、民有地と接している敷地の

場合については、この限りではない。 

   想定測量規模については、約３０，０００㎡とする。ただし、提案内容によるものと

する。 

 ２ 法令上の諸条件調査及び関係機関との打合せ 

   法令、計画地、既存施設の諸条件整理等を行うこと。 

 ３ 施設規模及び計画候補地の比較・検討 

   全体配置計画等、建築物に関する比較検討を行うこと。なお、候補地については、イ

ンフラ（上下水道、ガス、電力、通信等の各設備）の供給状況調査及び聴取等を含むこ

と。 

 ４ ライフサイクルコストの比較・検討 

   対象施設のライフサイクルコストを基準として、比較検討を行うこと。 

 ５ 工事種別、工事手法の比較・検討 

既存建物の更新及び長寿命化並びに移転等による比較検討を行うと共に、工事手法  

ＰＰＰ・ＰＦＩの導入調査についても比較・検討を行うこと。 

 ６ 基本構想の実現可能可否の比較・検討 

   基本構想の内容を整理し、法令及び市財源から実現可能な内容を比較検討すること。 

 ７ 財源の比較・検討 



   イニシャルコスト及びランニングコストにかかる財源の比較検討を行うこと。 

８ 概算事業費の検討（年度毎） 

  基本設計から竣工までの概算事業費を年度毎に検討を行うこと。 

  

Ⅳ 準拠すべき基準等 

  下記に記載の最新版を準拠し使用すること。 

１ 積算・公共建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

 ・公共建築数量積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

 ・公共建築設備数量積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

 ・建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター） 

２ 仕様書  

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

・防衛施設周辺防音事業 防音工事標準仕方書及び仕様書（防衛省）  

・測量・調査・設計業務共通仕様書（神奈川県県土整備局都市部） 

 ３ その他 

   関係法令に関すること。 

 

Ⅴ 成果物 

 １ 基本構想 

  ⑴ 基本構想はＡ４版・両面印刷で製本を行い、２部提出する。  

   ⑵ 基本構想（概要版）はＡ４版・両面印刷とし、２部提出する。  

   ⑶ 本構想業務時に収集した資料及び議事録並びに報告書は電子納品を行うこと。 

なお、電子納品についての詳細は「３ 電子納品」による。  

 ２ 基本計画 

  ⑴ 基本計画はＡ４版・両面印刷で製本を行い、２部提出する。  

   ⑵ 基本計画（概要版）はＡ４版・両面印刷とし、２部提出する。  

⑶ 測量及び調査結果等については、製本を行い、１部提出する。 

⑷ 基本計画業務時に収集した資料及び議事録並びに報告書は電子納品を行うこと。 

なお、電子納品についての詳細は「３ 電子納品」による。 



 ３ 電子納品 

  ⑴ 文書：ＭＳワード形式又はＭＳエクセル形式  

⑵ 図面：ＤＷＧ形式 

⑶ 写真：ＰＤＦ形式 

⑷ ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ（ラベルに本業務名称等を焼き付けたもの）２枚 


